
第１１ その他工種の検査

その他工種

検 査
工事区分

種 別 事 項 方 法

その他の工事 Ⅰ 形量 出来形検査 各工種ごとに概ね５％の箇所（封

量）を抽出して出来形を検査する。

合 不

Ⅱ 品質検査 材料の規格及品 任意に抽出して、規格、品質等に

ついて検査する。

合 不

Ⅲ その他の 施工状況 任意に抽出して、施工状況、施工

検査 技術の良否、跡片付けの状況などに

ついて検査する。

合 不

その他工種は本項によるほか第２～第８項によることが出来るものとする。


